
【平成 28年度に実施を検討している事業一覧】 

 これらの事業は、障害者支援課における検討段階のものですので、今後変更される場合

があります。 

 

（共通） 

(1)障害及び障害のある人に対する理解を深めるための職員・市民対象の研修会 

(2)啓発用パンフレットの作成(障害者差別解消法と合わせて作成) 

(3)障害者差別解消法に関連する条例の施行状況に係る意見交換会 

 

（視覚障害） 

(1)点訳ボランティア養成講座を点訳奉仕員養成研修に変更 

(2)朗読ボランティア養成講座を朗読奉仕員養成研修に拡充 

(3)職員を点訳奉仕員養成研修に派遣 

(4)市が発出する文書等の点字化の推進 

(5)障害者（児）福祉のしおりの音声化 

(6)和歌山市のホームページを音声読み上げ仕様とする 

(7)同行援護事業の充実 

(8)地デジラジオの給付対象世帯の拡充(障害者のみ世帯⇒準ずる世帯) 

 

（聴覚障害） 

(1)手話言語条例に関する職員・市民対象の研修会 

（2）手話言語条例の施行状況に係る意見交換会 

（3）手話ボランティア養成講座を手話奉仕員養成研修に拡充 

（4）手話通訳者養成研修事業の委託 

（5）要約筆記者養成研修事業の委託 

（6）聴覚障害者用屋内信号装置の給付対象世帯の拡大(障害者のみ世帯⇒準ずる世帯) 

（7）手話通訳者派遣事業の拡充 

（8）要約筆記者派遣事業の拡充 

 

（盲ろう） 

（1）盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の拡充 

（2）盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の委託 

 

（肢体不自由） 

携帯用会話補助装置等の普及 

 



（知的障害・発達障害） 

コミュニケーションボード等の作成 

 

（精神障害） 

（1）啓発用パンフレット作成 

（2）精神保健福祉市民講座の開催 

 


